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令和4年9月30日 須賀川市記者会見

1 須賀川市過疎地域持続的発展計画について

2 新型コロナウイルス関連について

3 プレミアム付商品券（紙版）の追加販売について

4 須賀川市電子図書館サービスの開始について

5 高校生による市内企業情報発信事業について

6 その他



1 須賀川市過疎地域持続的発展計画について

須賀川市過疎地域持続的発展計画の概要

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】 2

１ 計画期間 令和4年４月１日から令和８年３月３１日までの４年間

２ 対象地域 長沼地域、岩瀬地域

３ 計画内容

■地域の持続的発展の基本方針

福島県が定める過疎地域持続的発展方針を踏まえ、長沼、岩瀬地域が有する伝統文化や資源、

人材などの地域の宝（魅力）を生かし、市民との協働による持続的な地域づくりを進めていきます。

■持続的発展施策項目

「産業の振興」や「生活環境の整備」など１１項目の取組方針及び４９の事業



1 須賀川市過疎地域持続的発展計画について

須賀川市過疎地域持続的発展計画の概要

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】 3

４ 令和４年度実施事業について
事業名 概要 金額（千円）

合計 292,933

26,000

10,000

2,159

15,316

193,558

25,400

19,000

1,500

長沼保育所、長沼東保育所の長寿命化に係る増築・改修の実施設計業務委託料等

白方こども園、白江こども園の長寿命化に係る施設の実施設計業務委託料及び改修工事

長沼地域及び岩瀬地域の各行政区が行う農業用施設の整備に対する補助金

市道維持修繕に要する経費（舗装修繕工事）

除雪機器購入に要する経費（軽トラック荷台用凍結防止剤散布機）

市道整備に要する経費（側溝整備工事）

道路区画線整備に要する経費

長沼地域及び岩瀬地域の文化財説明板整備に要する経費

交通安全施設整備事業（単独）

指定文化財管理事業

除雪対策事業（補助）

道路整備事業（単独）

農業用施設等維持管理事業

市道維持修繕事業（単独）

保育所施設改修事業

こども園施設改修事業



1 須賀川市過疎地域持続的発展計画について

須賀川市過疎地域持続的発展計画の策定経過

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】 4

１ 地域懇談会

【長沼地域】令和４年３月２４日（木）、４月２７日（水）

【岩瀬地域】令和４年３月２７日（日）、４月２３日（土） 延べ１０１名の参加

２ 市過疎地域持続的発展計画策定会議

商工会、行政区長会、消防団、PTA会長など各分野の代表者１３名で構成

令和４年５月２５日（水）、６月２４日（金）

３ パブリックコメントの実施

令和４年７月２２日（金）から８月４日（木）まで 意見件数18件



質疑応答

5



２ 新型コロナウイルス関連について

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まります

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：健康づくり課】 6

▶ ９月の感染者数は前月より減少傾向にありますが、引き続き感染防止対策の徹底を！

▶ オミクロン株対応ワクチンは、10月下旬から接種開始予定

≪オミクロン株対応ワクチンの接種について≫

▶ 接種開始日 10月下旬を予定しています。開始日が決定次第、

市ホームページなどでお知らせします。

▶ 会 場 集団接種 ： 須賀川アリーナ2階「サブアリーナ」

個別接種 ： 各医療機関

▶ 対象者 ２回以上のワクチン接種を終えた12歳以上の人で、最後の

接種から5カ月（予定）を経過した人

▶ オミクロン株対応ワクチンの種類

新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応した

2価ワクチンで、次の2種類です。

▶ ファイザー社製（12歳以上） ▶ モデルナ社製（18歳以上）



質疑応答
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3 プレミアム付商品券（紙版）の追加販売について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

≪販売内容≫

▶ 販売セット数 １３,０００セット

（発行総額：１億５千６百万円）

▶ 販売価格 １０,０００円

（プレミアム率20％：額面12,000円）

【1,000円券：9枚、500円券：6枚】

▶ 利用区分 大規模、中小規模小売店舗共通

⇒ ８，０００ 円

中小規模小売店舗専用

⇒ ４，０００ 円

▶ 利用期間 １０月２４日（月）～１２月３１日（土）

※当初販売の紙版商品券の利用期間は

１２月３１日まで延長

物価高騰対策として追加販売します!!

≪販売方法≫

▶ 販売方法 現金引換えによる直接販売

▶ 購入対象 市民限定

（法人等の購入は不可）

▶ 購入上限 １人２０セット

▶ 販売期間 １０月２４日(月)～１０月３１日(月)

※販売セット数に達した時点で終了

します。

▶ 販売場所 市役所２階 ウルトラ会議室脇

「特設販売会場」
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質疑応答
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4 須賀川市電子図書館サービスの開始について

いつでも、どこでも、読みたい時に！

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：中央図書館】 10

▶ 開始日時 令和4年10月20日（木） 午前9時～

▶ サービス概要

スマートフォンやタブレット、パソコンなどからインターネット経由で

電子書籍を貸し出し・閲覧・返却できます。（通信料は利用者負担）

▶ 利用対象者

市内在住または在勤・在学

で、図書館利用者カードを

持っている人。

▶ 貸出期間 2週間

▶ 貸出点数 一人2点まで

▶ 24時間いつでも利用できます。

▶ 文字の大きさ・たて書き・よこ書き

が選べます。

▶ しおり機能があります。

▶ 読み上げ機能を備えた本もあります。

全ての人に使いやすく

※専用アプリなどのダウンロードは不要です



質疑応答
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5 高校生による市内企業情報発信事業について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

高校生が市内企業を取材し、企業の魅力を同世代に情報発信します！

▶ 目 的 高校生の市内企業への就職を促進するため、高校生が市内企業を取材し、

同世代に情報を発信することにより、市内企業や工業製品等の魅力を発見し、

市内で働くことへの興味や理解を深める。

▶ 参加校 須賀川桐陽高等学校、清陵情報高等学校

今後のスケジュール（予定）

11月上旬 参加校への合同オリエンテーション

11月～2月 市内企業の取材・情報の発信

2月～3月 就職説明会の取材・情報の発信

3月 年間活動の振り返り・発表
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質疑応答
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６ その他
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1 須賀川市創業者表彰について

2 「アニメージュとジブリ展」ふくしま須賀川展について

3 かいじゅうステップSDGｓ大作戦について

4 「ウルトラなメニューコンテスト」について

5 ふるさと納税について

6 福島県肥料高騰緊急対策事業について

別 冊 資 料



1 須賀川市創業者表彰について

令和４年度須賀川市創業者表彰式

１ 表彰日時 令和４年１０月１４日（金） 午後１時３０分

２ 表彰場所 須賀川市役所 ３階 市政経営会議室

３ 概 要 優れた創業者を表彰することにより、創業意欲の向上と市内創業

を促進し、本市の産業振興を図る（令和3年度に制度創設）。

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

賞名 法人名又は屋号 代表者名

最優秀賞 Ｐｅｒｓｏｎ ｒｉｇｈｔ（パーソンライト） 増子 佑

優秀賞
株式会社Marcel（マルセル） 松宮 吉伸

麦の香 鈴木 正子

ゆう

よし のぶ

まさこかおりむぎ
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法人名又は屋号 Person ｒｉｇｈｔ（パーソンライト）

代表者名 増子 佑

所在地 須賀川市今泉字日向前５０－２

開業・法人設立日 令和２年５月１日

事業の概要

家庭用エアコンからビル用マルチエ
アコン、業務用冷凍機・冷蔵庫など
各メーカーの機器を取り扱い、提案
から設計、施工、メンテナンスまで、
すべてを自社で行う。また、通信機
器設備の取り扱いも展開。

1 須賀川市創業者表彰について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

令和４年度須賀川市創業者表彰制度受賞者（最優秀賞）
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法人名又は屋号 株式会社Ｍａｒｃｅｌ（マルセル）

代表者名 代表取締役 松宮 吉伸

所在地 須賀川市和田字弥六内377-５

開業・法人設立日 平成３１年４月１日

事業の概要

水道設備工事全般を行う事業者。
日常生活の中にも「楽しい」を感じて
ほしいという思いから、便器をラッピ
ングするサービスを新たに提供。

1 須賀川市創業者表彰について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

令和４年度須賀川市創業者表彰制度受賞者（優秀賞）
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法人名又は屋号 麦の香（むぎのかおり）

代表者名 鈴木 正子

所在地 須賀川市上小山田字東山66-12

開業・法人設立日 令和３年１０月８日

事業の概要

保存料などの添加物を使わない、無
添加の手作りパンの製造、販売。
カフェでは、コーヒーとケーキ、予約
制でランチを提供。

1 須賀川市創業者表彰について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

令和４年度須賀川市創業者表彰制度受賞者（優秀賞）
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2 「アニメージュとジブリ展」ふくしま須賀川展について

「ジブリ映画特別上映会」、「絵画コンクール」の開催

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：文化振興課】 20

１ ジブリ映画特別上映会

▶日 時 第１回 １０月 １日（土）
第２回 １０月２３日（日）

▶場 所 市文化センター 大ホール
▶入場料 無料（展覧会のチケット又はその半券をお持ちの方で、先着順）
▶作品名 第１回 天空の城ラピュタ

第２回 となりのトトロ
※第2回上映会では、 声優 島本須美 氏 をゲストに招き、ミニトークを開催

２ 絵画コンクール

▶内 容 市内の小・中・高校生が描いたスタジオジブリ作品の
絵画の展示

▶期 間 １０月８日（土）～２２日（土）
▶会 場 市民交流センター tette通り
▶表彰式 優秀作品に選定された方には、１０月２２日（土）１１時から

市民交流センターｔｅｔｔｅで表彰

１４時開映



3 かいじゅうステップSDGｓ大作戦について

かいじゅうステップSDGｓ大作戦の開催

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】

▶ 日 時 令和4年11月23日（水･祝） 午前10時～午後5時（予定）

▶ 場 所 須賀川市民交流センターtette 1階

▶ 参加費 無料

▶ 内 容 ウルトラかいじゅうキャラクターによる、親子参加型の

体験イベントです。小さいお子様やその保護者の方などに

SDGsを意識していただき、普段の生活にもSDGsを取り

入れていただくことを目的に、SDGsをテーマとしたウルトラかいじゅ

うのステージショーや間伐材を使ったワークショップを開催します。

▶ DVDの配付 SDGsを紹介する 「かいじゅうステップSDGs大作戦」 アニメ

ーションDVDを10月中に市内の保育所や幼稚園、公民館など

に配付予定。

※詳細が決定次第、順次公表します。



4 「ウルトラなメニューコンテスト」について

「ウルトラなメニューコンテスト」の開催

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：観光交流課】 22

開催趣旨

コロナ禍の影響を受けている地域経済の回復、すかがわらしい飲食物の開発

を目的に令和2年度から実施しており、市内の飲食店や小売店が開発する

ウルトラなメニューを期間限定で販売します。

開催期間

令和４年１０月１５日（土） ～ １１月２７日（日）

メニュー提供場所

ウルトラなメニューコンテストに参加する飲食店や小売店の店舗

実施イベントなど

▶ コンテスト期間中に「すかがわ市Ｍ７８光の町」webサイトでメニュー

の人気投票を実施します。

▶ 1回のお会計で、ウルトラなメニューを含む500円以上のご飲食又は

ご購入をいただいた方に、オリジナルノベルティをプレゼントします。

▶ 複数店舗を巡っていただいた方には、さらに豪華な特典ノベルティも

準備しています。



5 ふるさと納税について

「ふるなび」でふるさと納税 10月3日(月)から寄附受付開始

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：税務課】 23

市では、「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」の３つのポータルサイトに加えて

１０月3日(月)から「ふるなび」でも寄附受付を開始します。

市外、県外にお住まいのご親族や知人の方などへのPRにご協力をお願いいたします。

「ふるなび」での寄附受付開始は、１０月３日(月)正午からです。



5 ふるさと納税について

ふるさと納税 返礼品事業者の募集

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：税務課】 24

ふるさと納税の返礼品をご提供いただける市内事業者を随時募集しています。

1 主な要件

▶ 市内に事業所がある法人、団体または個人事業者

▶ 市の特産品や観光PRといった地域産業の振興につながる商品、サービス等であること。

▶ 次のいずれかに該当していること。

ア 市内で生産、加工、サービスの提供がされているもの。

イ 市内で栽培、採取、育成された原材料を使用しているもの。 ※季節限定や数量限定の商品も可

２ メリット

▶ 全国に向けての商品PRや販路拡大

▶ 返礼品発送時に自社チラシ等を同梱することでリピーターを獲得

３ 問合せ先 須賀川市税務課 ℡0248-88-9123



5 ふるさと納税について

ふるさと納税の実績

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：税務課】 25

※令和元年度は台風災害への
寄附が含まれています。



6 福島県肥料高騰緊急対策事業について

令和4年9月30日 須賀川市記者会見 【担当：農政課】

肥料購入費の一部を助成

米価の下落に加え、肥料費高騰の二重苦に直面している農業者に対し、市が事務局となっている

「須賀川市地域農業再生協議会」を通して、肥料購入費の一部を助成します。

対 象 者 水稲もしくは水稲以外の転作作物を作付けしている農業者

対象作物

水稲（主食用米、多収米、稲ＷＣＳ、飼料用米、備蓄米等）

転換作物（野菜、花き、果樹、麦、大豆、そば、飼料作物、牧草等）

※基幹作のみ

要 件 等
地目が水田のほ場に、対象作物を合計で３０a以上作付していること。
令和４年度に出荷・販売を目的として作付していること。

助 成 額
水稲：５００円／１０a ※自家消費分として10aを差し引いた面積
水稲以外の転換作物：1,500円／10a

そ の 他 市地域農業再生協議会を通して助成
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